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調査の概要（１）
• 調査の目的
学習者本位の教育を実現するための教育制度に関連性が高い、教員の採用・評価、学校評

価、学校選択制などについて、学齢児童生徒の保護者の意見を把握することを目的とする。
（内閣府より本年度のアンケート実施の委託を受けたコーエイ総合研究所が実施）

• 調査対象者
小学校、中学校、高等学校に通う子どもをもつ保護者

• 調査手法
インターネットによるWebアンケート

• 調査実施時期
2009年1月末
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調査の概要（２）

• 回答者数
2,200人の保護者からアンケートを回収した。
＊小学校低学年、小学校高学年、中学校に通う子どもを持つ保護者それぞれ660人
高等学校に通う子どもを持つ保護者220人

• 回答者の属性
性別： 男性1,186人（54%）、女性1,014人(46%)

年齢： 20歳～29歳15人(1%)、 30歳～39歳579人(26%)、 40歳～49歳1,341人(61%)、
50歳～59歳261人(12%)、 60歳～4人(0.2%)

地域： 北海道116人(5%)、 東北127人(6%)、 北関東（注）72人(3%)、 東京307人(14%)、
南関東

（注）488人(22%)、甲信越63人(3%)、北陸36人(2%)、東海270人(12%)、
近畿397人(18%)、中国112人(5%)、四国64人(3%)、九州沖縄148人(7%)
注：北関東は茨城、栃木、群馬の3県、また南関東は埼玉、千葉、神奈川の3県
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問１． 教員採用の公正性の確保について
問２． 特別免許状について
問３． 保護者による教員評価について
問４． 児童生徒による教員評価について
問５． 教員評価の結果の活用について
問６． 教員評価の勤務評定への反映について
問６.１ 教員評価の勤務評定への反映の程度について
問７． 教員評価の方法について
問８． 不適格教員の判定について
問９． 学校評価の実施状況について
問１０． 児童生徒による教員評価の実施状況について
問１１． 保護者による教員評価の実施状況について
問１２． 授業評価の方法について
問１３． 児童生徒による教員評価の内容について
問１４． 保護者による教員評価の内容について
問１５． 教員評価の匿名性確保について
問１６． 学校による自己評価について
問１６.１ 自己評価の公表方法について
問１７． 教員評価の効果について
問１７.１ 教員評価の効果がないと思う理由について
問１８． 学校選択制について
問１９． 学校選択制の活用について
問２０． 学校選択制の導入状況について
問２０.１ 学校選択制の活用状況について
問２０.２ 学校選択で重視する点について
問２０.３ 学校選択制の結果について
問２０.４ 学校選択制の良い点について
問２０.５ 学校選択の際の参考情報について
問２０.６ 学校選択制の悪い点について
問２０.７ 学校選択制が問題と感じる理由について
問２０.８ 学校選択制が望ましい理由について
問２０.９ 学校選択の時期について
問２０.１０ 学校選択制が必要ない理由について
問２０.１１ 学校選択制の運用について

問２１． 教育予算配分について
問２１.１ 教育予算配分について（賛成の理由）
問２１.２ 教育予算配分について（反対の理由）
問２２． 就学校変更について
問２３． 就学校指定の際の申立について
問２３.１ 就学校変更の理由について
問２３.２ 就学校変更の申立の結果について
問２４． 就学校変更の手続き等の公表について
問２４.１ 就学校変更の手続きについて
問２４.２ 就学校変更の申立について
問２５． 就学校変更の理由について
問２６． 就学校変更を認めてほしい理由について
問２７． 在学中の就学校変更について
問２７.１ 在学中の就学校変更の理由について
問２７.２ 在学中の就学校変更の申立の結果について
問２７.３ 在学中の就学校変更を申し立てない理由について
問２８． 全国学力・学習状況調査の結果の公表について
問２８.１ 全国学力・学習状況調査の結果の公表の理由について
問２８.２ 全国学力・学習状況調査の結果の公表の方法について
問２８.３ 全国学力・学習状況調査の結果を公表すべきでない理由について
問２９． 都道府県立高校就学状況について
問２９.１ 公立高校での懲戒措置について
問２９.２ 公立高校の懲戒措置の内規について
問２９.３ 公立高校の懲戒措置の内規の公表について
問３０． 子どものいじめについて
問３０.１ いじめの種類について
問３０.２ いじめの認識のきっかけについて
問３０.３ いじめへの保護者の対応について
問３０.４ いじめへの学校等の対応について
問３０.５ いじめの改善状況について
問３０.６ いじめの予防策について

学校教育に関する保護者アンケート 質問項目
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調査結果
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問１．教員採用の公正性の確保について

75％程度の保護者が、教員採用の公平性確保のためには採用選考方法とその基準を公表することが効果的である、
と考えているという結果が現れている。自由記述回答では、民間人や民間機関などの第3者に採用を委託するのが
よいのではないか、という意見も見られた。

30.5

38.9

73.0

60.6

57.0

4.4

29.2

38.6

74.5

57.3

60.0

4.4

27.1

40.5

78.6

63.0

59.4

4.1

28.2

39.5

80.5

58.6

54.5

6.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

教育委員会が求める教員像を

明確にして公表する

学力試験問題を公表する

採用選考方法・基準を公表する    

面接に当たって多様な構成により

幅広く公正な立場から面接を

行える者を確保する

選考の過程で利害関係者による

接触等を排除する

その他

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

(%)

問1：教員採用における公正性の確保を担保するために、教育委員会がどのような対応策を講じることが効果的であるとお考えですか。
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問２．特別免許状について

60％程度の保護者が、特別免許状制度を良い制度であると評価しており、導入を希望している。ただし、自由記述回
答では、この制度でも教育委員会が選任するのであれば縁故採用につながるのでは、とその制度の柔軟さが故に採
用基準に不明瞭な要素があり、その点について疑念をいだく回答も見られた。

問2：あなたは、特別免許状制度についてどう思われますか。

62.6

65.9

60.8

63.5

55.9

7.6

6.5

7.1

8.6

9.1

24.5

29.5

25.0

31.4

2.9

3.0

2.6

2.9

3.6

26.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

よい制度だと思う。子どもの就学する学校でも同制度による教員を採用してほしい

よい制度だとは思わない。子どもの就学する学校では同制度による教員を採用しなくてもよい

わからない

その他

属

性

別
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問３．保護者による教員評価について

教員評価に参加したいと考える保護者が50％弱いる一方で、20％程度の保護者は参加したくないと考えている。

問3：学校評価の一環として教員評価がありますが、あなたは教員評価（授業評価を含む）をしたいですか。

47.8

45.5

48.8

50.3

44.1

19.6

18.3

19.7

20.5

20.5

36.2

31.5

29.2

35.5

32.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

したい したくない わからない

属

性

別
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問４．児童生徒による教員評価について

小中学校の児童生徒の保護者では、子どもに教員評価をさせたくないと考える人数が教員評価をさせたいと考える
人数を上回っている。教員評価をさせたいと考える保護者の人数は、通学する子どもの年齢が高くなるにつれて、そ
の人数も高くなる傾向が読み取れる。

問4：あなたのお子様に教員評価（授業評価を含む）をさせたいですか。

31.0

26.2

29.5

35.0

37.7

44.0

46.2

46.8

41.4

36.8

27.6

23.6

23.6

25.5

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

させたい させたくない わからない

属

性

別
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問５．教員評価の結果の活用について

教員評価の結果の活用方法としては、80％程度の保護者が授業・指導方法に反映してほしいと回答している。
人事評価への反映については、30％程度の保護者が望んでいる。また、自由記述回答では、校長など管理職
についての評価の必要性について指摘するものもあった。

37.5

80.4

21.0

31.9

27.5

24.2

3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.教員の日常の人事評価

2.教員の授業・指導

方法の改善

3.教員の昇進・昇格

時の人事評価

4.教員の異動・配置
転換時の人事評価

5.教員の分限処分

決定時の評価

6.条件附採用期間（１年）

教員の正式採用時の評価

7.その他

　問5：児童生徒、保護者による教員評価（授業評価を含む）の評価結果をどのようなことに反映してほしいですか。 (N=2,200)
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問６．教員評価の勤務評定への反映について

保護者あるいは子どもたちの教員評価を、勤務評定に反映させてほしいと考える保護者が半数を超えることがわかる。
自由記述回答では、児童生徒が教師を直接評価するのではなく、保護者が代表して評価すべきであるという意見も見ら
れた。

問6：勤務評定に、児童生徒・保護者からの具体的な教員評価の結果を反映してほしいですか。

55.6

52.9

57.7

56.4

55.0

11.6

9.4

11.5

13.8

12.3

34.4

28.3

26.1

30.0

3.1

3.3

2.4

3.8

2.7

29.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

反映してほしい 反映してほしくない わからない その他

属

性

別
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問６.１ 教員評価の勤務評定への反映の程度
について

保護者あるいは子どもたちの教員評価を勤務評定に反映することを希望する保護者の中では、50%程度のウェ
イトで反映させることが望ましいと考える人数が半数を超え、多数派を占めている。

4.3

6.0

3.9

3.5

3.3

17.3

20.1

15.2

16.9

16.5

56.7

59.6

58.3

47.1

19.4

16.0

19.4

19.6

28.1

57.2 1.9

1.1

1.8

1.6

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,223)

小学校低学年(N=349)

小学校高学年(N=381)

中学校(N=372)

高校(N=121)

１００％（児童生徒・保護者の評価のみで勤務評定を決定） ７５％程度 ５０％程度 ２５％程度 １０％以下

問6-1：教員の勤務評定に、児童生徒・保護者からの具体的な教員評価の結果を反映するとしたら、そのウェイトはどの程度が妥当だと思いますか。

（回答者数（N)は、問6で「反映してほしい」を選択した1,223人。）

属

性

別
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問７．教員評価の方法について

教員評価については、児童生徒や保護者の評価を重視すべきであると考える保護者の人数が、専門的な知識を持って
いる専門家の評価を重視すべきと考える保護者の人数を上回っている。その他の回答では、同僚教師による相互評価が
望ましいという回答も10名以上から得られた。

28.0

25.0

28.2

32.1

23.6

40.4

38.6

40.8

40.9

42.7

32.4

27.3

23.5

28.2

3.9

3.9

3.8

3.5

5.5

27.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

専門的な知識を持っている専門家による評価を重視すべき 実際に授業を受ける児童生徒・保護者による評価を重視すべき

わからない・どちらともいえない その他

問7：教員の評価については、校長・教頭などの上司以外の人の評価を反映させるべきだという意見がありますが、どのような立場の人による評

価が望ましいと思いますか。

属

性

別
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問８．不適格教員の判定について

不適格教員の判定については、その教員の授業を実際に受ける児童生徒またはその保護者の意見を尊重する
べきであると考える保護者が40％以上を占め、次いで第三者の専門家などの評価を重要視するべきであると考
える保護者が多い。教員が所属する学校の教職員や管轄する教育委員会の評価を重要視するべきであると考え
る保護者は、それぞれ10％以下と非常に少ないことがわかる。また自由記述回答では、そもそも不適格な人間が
採用されてしまっているならば、採用制度自体が問題である、という回答も得られた。

問8：不適格教員を判定する基準として何が最も重要であると思いますか。

4.0

5.3

4.1

3.5

1.4

6.3

6.8

5.2

7.0

5.9

8.6

9.8

10.3

6.4

46.0

49.4

48.2

41.1

44.1

32.5

28.2

31.4

36.1

38.2

9.3 2.0

1.7

1.4

2.1

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

教員人事を担当する教育委員会からの評価 学校を統轄する校長からの評価

同僚教員からの評価 実際に授業を受けた児童生徒や保護者からの評価

教員の資質を判定する専門家等（第三者）による評価 その他

属

性

別
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問９．学校評価の実施状況について

保護者には学校評価が実施されているとの認識はある一方で、評価の内容についての認知度は低い。ま
た、教員別の評価実施の認知度が低いことも現れている。20％程度の保護者が「その他」を選択して「して
いないと思う」または「分からない」、｢知らない」と記述しており、学校評価が実施されている場合にもその実
施自体の認識が低い可能性がある。

27.1

14.1

4.2

46.1

19.1

29.4

14.2

4.1

42.7

18.3

25.3

11.7

4.2

48.2

18.2

25.0

10.9

3.6

45.9

20.5

0 10 20 30 40 50 60

学校評価全体を実施している

授業評価を実施している

個別の教員評価を実施している

評価は実施されているが、
その類別はわからない

その他

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

(%)

問9：あなたのお子様の就学する学校について、「授業や学級経営、生徒指導を含む、学校教育活動に関する児童生徒・保護者による評価」の
実施状況をお知らせください。
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問１０．児童生徒による教員評価の実施状況について

児童・生徒による教員評価(授業評価を含む）の実施について、「わからない、覚えていない」と回答している保護者
が約半数という結果であり、認知度は低いことが分かる。

問10：あなたのお子様の就学する学校について、児童による教員評価（授業評価を含む）が実施されていますか。

6.1

5.0

5.0

7.1

10.0

47.0

46.7

52.4

44.4

40.0

48.3

42.6

48.5

50.0

46.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

実施されている 実施されていない わからない・覚えていない

属

性

別
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問１１．保護者による教員評価の実施状況について

保護者によるによる教員評価(授業評価を含む）の実施について、「わからない、覚えていない」と回答している保護
者が約半数という結果であり、認知度は低いことが分かる。

問11：あなたのお子様の就学する学校について、保護者による教員評価（授業評価を含む）が実施されていますか。

8.8

8.3

9.7

8.2

9.1

53.8

52.3

55.2

54.2

53.2

39.4

35.2

37.6

37.7

37.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

実施されている 実施されていない わからない・覚えていない

属

性

別
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問１２．授業評価の方法について

一人の学級担任が多くの教科を教える小学校低学年では、教員のみを特定する評価が多い。中学校と
高校では、原則として1教科1教員の教育体制が多数を占めるものと考えられるが、本調査の結果として
「教員のみ特定」と「教科のみ特定」の割合の高い順序が中学校と高校で逆になっているのは興味深い
結果である。高校では、教科がさらに科目に細分化され、それぞれの科目の担当教諭が異なることが背
景にあることも推察される（社会科において、歴史、地理、公民などの科目に分かれるなど）。

問12：あなたのお子様の就学する学校の授業評価について、教員及び教科毎に実施形式をお知らせください。

24.2

23.1

24.0

25.7

23.3

18.0

23.1

14.7

13.5

26.7

15.4

26.7

23.0

10.0

37.3

38.5

34.7

37.8

40.0

20.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=244)

小学校低学年(N=65)

小学校高学年(N=75)

中学校(N=74)

高校(N=30)

教員及び教科を特定する形式で実施 教員のみ特定する形式で実施         教科のみ特定する形式で実施 わからない

（回答者数（N)は、問10または問11で「実施されている」を選択した244人。）

属

性

別
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問１３．児童生徒による教員評価の内容について
児童・生徒による教員評価(授業評価を含む）が実施されている場合、「教員の教え方のわかりやすさ」や
「学校は楽しいか」について実施されていることが多いことがわかる。

27.3

60.6

33.3

27.3

45.5

24.2

27.3

18.2

0.0

6.1

39.4

60.6

30.3

24.2

51.5

24.2

36.4

36.4

3.0

6.1

36.2

68.1

27.7

34.0

40.4

29.8

38.3

44.7

0.0

23.4

27.3

63.6

31.8

27.3

31.8

27.3

22.7

27.3

4.5

27.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

教員の授業は面白いか

教員の授業（教え方）は

わかりやすいか

教員の授業は学力の

向上に役立っているか

教員は児童生徒を公平に

扱っているか

学級は楽しいか

教員は授業以外の生活

指導をきちんとしているか

教員はいじめ等への対応を

きちんとしているか

教員は悩みを聞いて

くれているか

その他

内容はわからない・

覚えていない

小学校低学年(N=33)

小学校高学年(N=33)

中学校(N=47)

高校(N=22)

(%)

問13：お子様が行った教員評価の内容はどのようなものだったでしょうか。あてはまるものをすべてお知らせください。

（回答者数（N)は、問10で「実施されている」を選択した135人。）
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問１４．保護者による教員評価の内容について
保護者が実際に行った教員評価について聞いたところ、「子どもの理解にとっての適切な授業の速度」、
「子どもの学力の向上成果」、「楽しい学級運営」の３つへの回答が、40％を超えて最も多かった。また、
自由記述回答で、教員評価の方法として授業参観の際にその授業の進め方などの項目で授業評価を
行った、という補足説明的な回答が得られた。

23.3

43.0

43.5

37.3

43.0

35.8

37.3

34.2

5.7

13.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1.教員の授業は面白いか

2.教員の授業はお子様の

理解の速度に合っているか

3.教員の授業はお子様の

学力の向上に役立っているか

4.教員は児童生徒を公平に

扱っているか

5.学級は楽しいか

6.教員は授業以外の生活

指導をきちんとしているか

7.教員はいじめ等への

対応をきちんとしているか

8.教員は保護者の相談に

乗っているか

9.その他

10.内容はわからない・

覚えていない

　

問14：あなたが行った教員評価の内容はどのようなものだったでしょうか。あてはまるものをすべてお
知らせください。
（回答者数（N)は、問11で「実施されている」を選択した193人。）
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問１５．教員評価の匿名性確保について

教員評価の際の匿名性の担保のための工夫については、無記名方式が望ましいと考える保護者が50％を超
えている。また、学校を通さず、教育委員会など上位機関への直接提出が望ましいと考える保護者も50％近く
いた。また自由記述回答では、学校や教育委員会への提出ではなく第三者専門委員会のような組織へ直接
提出することが望ましいとする回答も10名以上から得られた。

55.3

37.5

33.2

23.0

47.2

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1.無記名で調査票に記入

する方式

2.学校では記入せず自宅に

持ち帰って記入する方式

3.調査票を糊付け等で封入

する方式

4.調査票を担任を経由せずに

直接学校長等に提出する方式

5.調査票を学校を経由せず直接

教育委員会などに提出する方式

6.その他

問15：児童生徒、保護者が教員評価を行う際に、どのような回答をしたかが担任の教員や学校にわ
からないように、どのような工夫がされるべきだと思いますか。 (N=2,200)
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問１６．学校による自己評価について

学校の自己評価については、70%以上が「全く知らない」と答えており、認識は低いといえる。また自由記述回答で
は、自己評価よりも教育目標を具体的かつ明確に表明することが先決である、という課題提示もあった。

問16：あなたのお子様が通学している学校の自己評価についてどのように認識されていますか。

15.4

14.2

17.7

15.6

10.9

11.8

11.2

10.6

12.1

15.9

73.8

70.8

70.9

71.4

71.8 1.1

0.8

0.9

1.4

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

学校の自己評価の結果を見たことがある 自己評価の実施は知っているが、結果を見たことはない

自己評価を実施しているかについては全く知らない その他

属

性

別
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問１６.１ 自己評価の公表方法について
問16で学校の自己評価を見たことがあると回答した保護者に、どのような媒体を通じての開示であった
か聞いたところ、学校便りやパンフレットなど学校作成による印刷広報媒体が90％近くを占めた。他の
媒体は、1割程度またはそれ以下と、前述の媒体に比して非常に少なかった。

問16-1：自己評価の結果をどのようにしてお知りになりましたか。

10.1

88.2

10.7

0.9

1.8

0.9

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.学校のホームページ

2.学校が学校便りや

パンフレット等を作成

して保護者に配布

3.学校が保護者

説明会を開催

4.教育委員会の

ホームページ

5.教育委員会の広報誌、

パンフレット等

6.教育委員会が保護者

説明会を開催

7.その他

　 （回答者数（N)は、問16で「学校の自己評価の結果を見たことがある」を選択した338人。）
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問１７．教員評価の効果について

教員評価の効果については、75％が「どちらともいえない」と回答しており、効果があったという認識にいたって
いない状況がうかがえる。

問17：教員評価（授業評価を含む）によって授業方法や生活指導の改善に効果があったと思いますか。

9.5 75.0 6.7 6.91.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.効果があったと思う 2.どちらかといえば効果があったと思う

3.どちらともいえない 4.どちらかといえば効果がなかったと思う

5.効果がなかったと思う

(N=2,200)
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問１７.１ 教員評価の効果がないと思う理由
について

問17で「(どちらかと言えば）効果がなかったと思う」と回答した保護者の50％以上が、その理由を｢評価結果
や改善策についての説明を聞いたことがないから」と答えている。評価結果を教育活動の改善に活用する方
法が保護者に説明されていない様子が伺われる。また自由記述回答には、自己評価や改善以前に、学校の
管理職の長たる校長の資質に問題があることが根源的な問題であるとする回答もあった。

6.4

8.4

27.1

17.4

53.2

30.4

10.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1.担任が取りまとめるだけで、

校長に報告されていないから

2.校長には報告されているが、

教育委員会に報告されていないから

3.先生や授業の評価を具体的に

問う内容ではなかったから

4.回答者の特定を避ける工夫がなく、

正直に回答できなかったから

5.評価結果や改善策についての

説明を聞いたことがないから

6.その教員の資質・能力に

問題があるから

7.その他

　 問17-1：効果がなかったと思われる理由は何ですか。あてはまるものを全てお知らせください。

（回答者数（N)は、問17で「効果がなかったと思う」または「どちらかといえば効果がなかったと思う」を選択した299人。）
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問１８．学校選択制について

50％を越える保護者が、学校選択制について肯定的な考えを持っている。ただし、「どちらかといえば賛成」及び
｢どちらともいえない」がそれぞれ約30％を占めており、経験に基づいた確信的な賛成意見は少数にとどまってい
ることが推察される。学校選択制が導入されている自治体が少ないことや保護者に対する制度についての説明
不足がその背景にあることも考えられる。

問18：「学校選択制の導入」には、賛成ですか、反対ですか。

21.8

22.3

22.7

20.3

33.6

32.9

35.0

32.9

34.7

31.4

33.6

8.8

8.5

9.1

8.9

2.6

1.7

1.8

4.2

33.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,980)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

賛成である どちらかといえば賛成である どちらともいえない どちらかといえば反対である 反対である

属

性

別
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問１９．学校選択制の活用について
問18の回答からも推察されるように、確信を持って活用したいと考える保護者は少ない。しかしながら、60%以
上の保護者がその活用について検討したいと考えており、制度の普及への期待は高いと考えられる。また、自
由記述回答では、子どもを私立学校に通わせているとして、公立学校自体に期待をしていないとする回答も見
られた。

問19：あなたは学校選択制を活用したいですか。

17.9

16.8

19.1

17.9

60.9

64.1

60.9

57.7

17.6

18.9

21.7

19.4 1.8

1.5

1.1

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,980)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

活用したい 活用するかどうかはわからないが、制度があれば検討したい 検討もしないし、活用しない その他

属

性

別
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問２０．学校選択制の導入状況について

保護者の20％程度が、学校選択制の導入について認識している。「導入されていないが、導入の検討が望ましい」と
している保護者は30％強を占め、その導入への期待を窺うことができる。

問20：あなたがお住まいの市区町村では、学校選択制が導入されていますか。

19.6

17.1

18.6

23.2

33.1

33.5

35.5

30.5

16.7

17.9

21.5

28.5

32.7

28.0

24.8

18.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,980)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

導入されている 導入されていないが、導入の検討が望ましい 導入されていないし、導入の検討も必要ない わからない

属

性

別
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問２０.１ 学校選択制の活用状況について
学校選択制の活用を検討した保護者が、検討しなかった保護者をやや上回っている(前者46%に対して後者41%）。

問20-1：あなたのご家庭では、どのような学校選択をしましたか。

18.3

15.9

18.7

19.6

27.5

34.5

21.1

27.5

0.0

0.0

0.0

41.4

43.4

48.0

34.6

6.4

3.5

8.1

7.2

6.4

2.7

4.1

11.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=389)

小学校低学年(N=113)

小学校高学年(N=123)

中学校(N=153)

住所地から決められた学校以外の希望する学校に通学させた

「学校選択制」を検討した上で、住所地から決められている学校に通学させた

「学校選択制」を検討したが、定員を超えた等で、希望する学校に通学させられなかった

「学校選択制」は特に検討せず、住所地から決められている学校に通学させた

自分の子どものときには、まだ学校選択制が導入されていなかった

国立学校、私立学校に子どもを通学させた

（回答者数（N)は、問20で「導入されている」を選択した389人。）

属

性

別
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問２０.２ 学校選択で重視する点について
小学生の保護者の多くが｢自宅からの距離、通学の安全」を重視していることが分かる。中学生になると、生
徒本人の希望が尊重される傾向が見られることも、特徴的である。また自由記述回答では、｢学童の併設」、
｢特別支援学級での選択」、｢部活動」、｢保護者の勤務先の近く」など、それぞれの家庭の個別の事情による
理由での選択について、具体的な回答が得られた。

82.5

36.8

19.3

10.5

31.6

19.3

3.5

10.5

7.0

8.8

3.5

75.5

49.0

10.2

14.3

42.9

16.3

6.1

20.4

6.1

12.2

8.2

61.1

36.1

18.1

12.5

63.9

25.0

13.9

20.8

18.1

15.3

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

自宅からの距離、通学の安全

子どもや親の友人関係

児童生徒数など学校の規模

家族や親族の通学状況

（兄姉の通学、親の出身校等）

本人の希望

学校の教育内容や方法

学校に在籍している教員の

指導力

学校の施設・設備の充実度、

クラブ活動の内容

学校の学力水準（学力テスト

結果や卒業後の進路）

いじめ、不登校、学級崩壊等の

校内問題

その他

小学校低学年(N=57)

小学校高学年(N=49)

中学校(N=72)

問20-2：あなたのご家庭で、「学校選択制」を活用（または検討）した際に重視した点を全てお知らせください。

（回答者数（N)は、問20-1で「住所地から決められた学校以外の希望する学校に通学させた」または「「学校選択制」を検討した上で、住所地から決めら

れている学校に通学させた」を選択した178人。）
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問２０.３ 学校選択制の結果について
学校選択制を活用(検討）した保護者のうち、半数以上が(非常に)良かったと考えている。それに対して良くなかったと
考える保護者は5%程度と少ない。

12.4 41.0 42.1 3.9 0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.非常に良かった 2.良かった 3.どちらともいえない

4.あまり良くなかった 5.まったく良くなかった 6.その他

問20-3：あなたは、学校選択を活用（または検討）したことが、お子様のために良かったと思われましたか。

（回答者数（N)は、問20-1で「住所地から決められた学校以外の希望する学校に通学させた」または

「「学校選択制」を検討した上で、住所地から決められている学校に通学させた」を選択した178人。）
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問２０.４ 学校選択制の良い点について
学校選択制を活用(検討）して良かった理由については、「子どもの個性に合った学校選択」、｢保護者自身の学校
教育への関心の向上」、「選択に際しての保護者と子どもの話し合いの機会の充実」といった回答が20％を超えて、
他の回答と比べると多かった。また自由記述回答では、地域で良くないとされる学校に通わせずにすんだという回
答もあり、通わせたい学校があるという積極的な認識以外に、通わせたくない学校があるという認識も窺われた。

18.0

25.8

25.3

21.3

10.1

3.4

9.6

9.0

7.9

13.5

0% 10% 20% 30% 40%

1.選択や評価を通じて特色ある

学校づくりが推進されている

学校に就学できた

2.保護者の学校教育への

関心が高まった

3.子どもが自分の個性に合った

学校で学ぶことができるように

なった

4.学校を選ぶに当たって保護者と

子どもの十分な話し合いが行われる

ようになった

5.学校同士が競い合うことにより

教育の質が向上した

6.教職員の意識が変わった

7.保護者のPTA・学校行事への

参加が多くなった

8.地域住民と学校との結びつきが

強くなった

9.指定校変更申立よりも簡単な

手続きで児童の希望に沿った

学校へ就学させることができた

10.その他

　

問20-4：あなたが、「学校選択制」を活用（または検討）してお子様のために良かったと感じる点は何ですか。

（回答者数（N)は、問20-1で「住所地から決められた学校以外の希望する学校に通学させた」または「「学校選択制」を検討した上で、住所地から決められている学校に通学させた」を選択した178人。）



32

問２０.５ 学校選択の際の参考情報について

学校選択制を活用するに際して参考にしたい情報について尋ねたところ、いじめなどの問題の実態と学校の対処(49%)、学
校の特色(33%)、学校の教育目標(30%)、学校行事(29%)、進学進路状況(29%)、指導計画や授業時間数など(28%)といっ
た回答が多く得られている。

問20-5：「学校選択制」を活用するにあたり、あなたが学校から積極的に情報を提供してほしいと思われる項目を５つまでお知らせください。

学校の教育

目標・経営方
針

学校の特

色、改善が
必要な点

学校運営協

議会の設
置、保護者・

児童生徒へ

の関与状況

職員会議録 学校行事の

内容

部活動の内

容

指導計画、

授業時間
数、時間割、

「総合的学

習」の内容

採用している

教科書、副
教材

学校長、教

頭、教職員
の経歴

教職員の担

当学年、担
当教科、校

務分掌

教職員に対

する校内研
修の内容

個人情報に

配慮した教
員の評価結

果

児童生徒の

欠席率

全体(N=178) 29.8% 33.1% 9.0% 7.3% 29.2% 24.7% 27.5% 4.5% 5.6% 5.6% 3.4% 11.2% 10.1%
小学校低学年(N=57) 29.8% 35.1% 8.8% 7.0% 43.9% 19.3% 24.6% 3.5% 5.3% 3.5% 5.3% 7.0% 8.8%
小学校高学年(N=49) 34.7% 32.7% 6.1% 6.1% 26.5% 30.6% 26.5% 4.1% 0.0% 6.1% 0.0% 12.2% 12.2%
中学校(N=72) 26.4% 31.9% 11.1% 8.3% 19.4% 25.0% 30.6% 5.6% 9.7% 6.9% 4.2% 13.9% 9.7%

児童生徒の

進学実績、進

路状況

保護者、・児

童生徒による

授業評価結

果や満足度
調査結果

学校の自己

評価、外部

評価結果

全国学力テ

ストの学校毎

の結果

学校の財務

状況、予算

執行状況

入学者選抜

の方法（選抜

基準など）

転入・転出生

徒数

生徒指導上

の諸問題及

び学校による

対処や指導
の状況

いじめ・暴

力・不登校の

実態、学校

の対処とそ
の結果

学校への苦

情、及び改

善提案に関

する情報

保健安全、

防犯対策、

防災対策に

関する情報

その他

全体(N=178) 28.7% 24.2% 23.0% 21.9% 1.7% 2.8% 1.1% 15.7% 49.4% 16.9% 14.0% 1.7%
小学校低学年(N=57) 17.5% 15.8% 19.3% 19.3% 3.5% 5.3% 1.8% 22.8% 54.4% 21.1% 15.8% 1.8%
小学校高学年(N=49) 18.4% 30.6% 22.4% 16.3% 2.0% 0.0% 2.0% 10.2% 49.0% 16.3% 22.4% 2.0%
中学校(N=72) 44.4% 26.4% 26.4% 27.8% 0.0% 2.8% 0.0% 13.9% 45.8% 13.9% 6.9% 1.4%

（回答者数（N)は、問20-1で「住所地から決められた学校以外の希望する学校に通学させた」または「「学校選択制」を検討した上で、住所地から決められている学校に通学させた」を選択した178人。）
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問２０.６ 学校選択制の悪い点について

学校選択制を活用した保護者の約4分の3が、その制度について悪かった点はないと考えている。

問20-6：小学校／中学校の学校選択制を導入して悪かったと思う点がありますか。

22.1

22.1

18.7

24.8

77.9

77.9

81.3

75.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=389)

小学校低学年(N=113)

小学校高学年(N=123)

中学校(N=153)

ある ない

（回答者数（N)は、問20で「導入されている」を選択した389人。）

属

性

別
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問２０.７ 学校選択制が問題と感じる理由に
ついて

学校選択制を導入して悪かったと感じる理由については、学校間の格差の拡大が50％弱と最も多く、学校間
の序列化がそれに続いている。また自由記述回答では、他学区から問題のある子どもが入学してきたため
に学校が以前より多くの課題を抱えるようになった、という趣旨の回答も数件見られた。

19.8

23.3

36.0

45.3

29.1

24.4

19.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1.通学距離が長くなり、

登下校時のお子様の安全の

確保が難しくなった

2.学校と地域との連携が

希薄になった

3.学校間の序列化が生じた

4.学校間の格差が大きくなった

5.児童生徒の人数によって

学校間の教育内容に差が

出るようになった

6.入学者が減少し、

適正な学校規模が維持

できない学校が生じた

7.その他

　

問20-7：小学校／中学校の学校選択制を導入して悪かったと感じる点は何ですか。あてはまるものを
全てお知らせください。

（回答者数（N)は、問20-6で「ある」を選択した86人。）
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問２０.８ 学校選択制が望ましい理由について
学校選択制の導入に賛成の理由として、「子どもの個性に会った学校の選択」、｢教職員の意識の変化」、
｢選択や評価を通じて特色ある学校づくりが推進される」という回答が50％を超えた。また自由記述回答で
は、入部したい部活動がある学校を選択したいという回答が得られた。

54.9

42.4

62.7

30.2

45.1

57.6

10.2

9.0

21.3

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.選択や評価を通じて特色ある学校

づくりが推進される学校に就学できる

2.保護者の学校教育への関心が高まる

3.子どもが自分の個性に合った

学校で学ぶことができるようになる

4.学校を選ぶに当たって保護者と

子どもの十分な話し合いが行われる

ようになる

5.学校同士が競い合うことに

より教育の質が向上する

6.教職員の意識が変わると

思われる

7.保護者のPTA・学校行事への

参加が多くなる

8.地域住民と学校との結びつきが

強くなる

9.指定校変更申立よりも簡単な

手続きで児童の希望に沿った

学校へ就学させることができる

10.その他

　

問20-8：小学校／中学校の学校選択制の導入の検討が望ましいとお考えになる理由は何ですか。あてはまるものを全てお知らせくださ
い。 （回答者数（N)は、問20で「導入されていないが、同導入の検討が望ましい」を選択した656人。）
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問２０.９ 学校選択の時期について

学校選択の時期については、回答した保護者の約半数が入学時および転校時という節目の時期に選択
できることが望ましいと考えている。いつでも選択できることが望ましいと考える保護者も多く、約3分の1
を占める。

問20-9：学校を選択できる時期についてはどのようにお考えになりますか。

14.0 49.2 36.4 0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.子どもの入学時のみ選択できる制度が望ましい 2.子どもの入学時と転入時に選択できる制度が望ましい

3.子どもの在学中にいつでも選択できる制度が望ましい 4.その他

（回答者数（N)は、問20で「導入されていないが、同導入の検討が望ましい」を選択した656人。）
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問２０.１０ 学校選択制が必要ない理由について
学校選択制の導入の検討が必要ないと考える理由については、｢学校と地域の連携が希薄にな
る」が最も多く、「通学距離の増加とその安全性確保の困難」、「入学者の減少による適正規模
の維持不能な学校の発生」、｢学校間の序列化」といった回答がそれに続く。また自由記述回答
では、「そもそも選択するだけの学校が近隣にない」といった地域的な制限による理由、｢公立に
は期待出来ず、私立に通学」など公立学校そのものを選択対象としないことなどが得られた。

55.3

57.6

51.2

45.3

52.9

33.5

6.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.通学距離が長くなり、

登下校時の児童の安全の

確保が難しくなる

2.学校と地域との連携が

希薄になる恐れがある

3.学校間の序列化が生じる

恐れがある

4.児童生徒の人数によって

学校間の教育内容に差が

出る恐れがある

5.入学者が減少し、適正な

学校規模が維持できない

学校が生じる恐れがある

6.学校の施設・設備等の

面から、すべての希望には

沿えない恐れがある

7.その他

　

問20-10：小学校／中学校の学校選択制の導入を検討する必要がないと考える理由は何ですか。
あてはまるものを全てお知らせください。

（回答者数（N)は、問20で「導入されていないし、導入の検討も必要ない」を選択した340人。）
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問２０.１１ 学校選択制の運用について
学校選択制に賛成しない保護者では、教育委員会による指定学校への通学が全ての児童生徒にとって望ま
しいと考える保護者が60％弱を占める。一方で、40％程度は他の児童生徒についてまで指定校への通学の
必要はないと考えている。またその他を選択した保護者の多くは、それぞれの保護者が判断すべきことで他
者が意見を述べることではないという趣旨の回答をしている。

57.3 39.7 3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.他のすべての子どもたちも、指定された学校に通わせるべき

2.他の子どもたちは指定校以外を選択しても構わない

3.その他

問20-11：自分の子どもを指定された学校に通わせる場合、自分の子ども以外の周りの子どもたちはどうすべきで

あるとお考えですか。

（回答者数（N)は、問20で「導入されていないし、導入の検討も必要ない」を選択した340人。）
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問２１．教育予算配分について
児童数に基づいた教育予算配分について、30％を超える保護者が賛成としている。

問21：学校に通う児童の数に基づいて教育予算を配分する制度についてどのようにお考えですか。

9.9

10.5

11.2

8.2

9.5

28.6

28.2

29.2

27.6

31.4

46.5

44.7

47.4

45.0

10.9

10.3

11.1

12.0

9.1

4.5

4.5

3.8

4.8

5.0

46.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらともいえない どちらかといえば反対 反対

属

性

別
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問２１.１ 教育予算配分について（賛成の理由）
児童・生徒数に基づいた教育予算の配分に賛成する理由は、｢税金の公平配分」が60％を超えて最も多い。次に所
得差に関わらない学校選択が可能になることが40％弱、学校間の競争による教育の質の向上が30％程度と続く。

問21-1：児童の人数に基づいて教育予算を配分する制度に賛成される理由は何ですか。

29.7

36.9

23.9

64.6

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.学校間の競争が促進され学校の

質が向上する

2.所得格差にかかわらず自由に

選択することができるようになる

3.子どもの教育に対して保護者の

関心が高まる

4.税金の公平分配として望ましい

5.その他

　

（回答者数（N)は、問21で「賛成」または「どちらかといえば賛成」を選択した848人。）



41

問２１.２ 教育予算配分について（反対の理由）
児童・生徒数に基づいた教育予算配分に反対する理由としては、人気校の児童・生徒数増大と不人気校の規模
縮小による環境悪化を選択した保護者が70％を超えた。また自由回答記述では、人口の少ない地域の学校が不
利になる、教育施設設備予算は必ずしも人数に比例する訳ではない、といった意見が得られた。

問21-2：児童の人数に基づいて教育予算を配分する制度に反対される理由は何ですか。

75.7

26.0

54.1

9.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.人気の高い学校に子どもが集中し、

小規模校の環境が悪化する

2.私立の学校も含まれた場合、

費用（税金）が私立に流れる

3.学校の選択肢の少ない地方では

あまり効果がない

4.その他

　 （回答者数（N)は、問21で「反対」または「どちらかといえば反対」を選択した338人。）
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問２２．就学校変更について

就学校変更の制度については、保護者の7割程度が知らないと回答しており、保護者の認知度が低い状況が窺われる。

29.4

25.6

32.3

30.3

70.1

74.2

67.3

68.8

0.2

0.5

0.9

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,980)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

知っていた 知らなかった その他

問22：小学校および中学校の就学校指定の際および在学中に、就学校変更の申立（申請）が認められれば、通学する公立学校の変更が

可能であることをご存じでしたか。

属

性

別
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問２３．就学校指定の際の申立について

就学校指定の際の変更申立については、3%程度の保護者が活用しているに留まっている。大きな理由と
して、そもそも制度についての認識や理解が低いことが、前問の回答状況から推察される。

3.2

2.6

3.5

3.5

92.7

95.0

94.4

88.6

2.4

2.1

7.9

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,980)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

ある ない 通学しているのが国立・私立学校なので関係ない

問23：あなたは、小学校および中学校の就学校指定の際に、学校の変更（同一市区町村内の別の公立小学校・中学校への変更）

を教育委員会に申し立てたことがありますか。

属

性

別
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問２３.１ 就学校変更の理由について
就学校変更の申立をしたことがある保護者に尋ねたところ、その理由としては、地理的な理由が
40％以上と最も多く、それに次いでいじめ、不登校、転居の予定という回答結果となっている。

25.4

25.4

41.3

9.5

17.5

25.4

12.7

14.3

7.9

6.3

1.6

7.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1.いじめへの対応

2.不登校への対応

3.通学の利便性などの

地理的な理由

4.肢体不自由、病気

治療等の身体的理由

5.指定校とは別の学校に

兄姉が在籍している等の理由

6.年度または学期途中での

転居予定

7.共働き、ひとり親、

自営業など家庭の事情

8.指導力不足教員の存在

9.部活動等学校独自の活動

10.学校と保護者の教育

方針の相違

11.帰国児童生徒、外国籍児童

生徒など教育環境面での配慮

12.その他

　 問23-1：教育委員会に変更を申し立てた理由は何ですか。複数ある場合は差し支えなければ全てお知らせください。

（回答者数（N)は、問23で「ある」を選択した63人。）
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問２３.２ 就学校変更の申立の結果について
就学校変更の申立を行った63人の保護者の4分の3程度が、「認められた」と回答している。残りの4分の1は認められな
かったとしており、無視出来ない程度の人数である。

問23-2：学校の変更の申立は認められましたか。

73.0

76.5

73.9

69.6

27.0

23.5

26.1

30.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=63)

小学校低学年(N=17)

小学校高学年(N=23)

中学校(N=23)

認められた 認められなかった

（回答者数（N)は、問23で「ある」を選択した63人。）

属

性

別
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問２４．就学校変更の手続き等の公表について

就学校指定の変更の理由等について教育委員会が公表していることを知っている保護者は非常に少ない。

7.0 92.7 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.知っていた 2.知らなかった 3.その他

問24：教育委員会が指定した小・中学校を変更できる理由、及びそのための手続きを公表することをご存じでしたか。

(N=1,980)
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問２４.１ 就学校変更の手続きについて
就学校変更についてどのようにして知ることになったかについては、友人・知人から聞いたが50％弱で最も多い。教
育行政側からの広報活動による直接通知、説明会などは25％程度に留まっている。

24.6

23.2

48.6

13.0

7.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1.保護者に直接通知があった

2.公にアクセスできる媒体・

説明会等を通じて知った

3.友人・知人から聞いた

4.新聞や雑誌、テレビ等の

報道を通じて知った

5.その他

　

問24-1：あなたは、就学校変更の申立の理由や手続きについて、どのようにしてお知りになりましたか。

（回答者数（N)は、問24で「知っていた」を選択した138人。）
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問２４.２ 就学校変更の申立について
就学校変更については、半数以上の保護者がもし認識があったとしてもその検討をしないであろう旨、回答している。一方
で20％弱の保護者は「申立をしていた」あるいは「検討していた」と回答している。

1.7

0.6

2.1

2.3

16.6

15.4

16.4

17.9

58.6

57.0

57.0

23.8

24.9

24.4

22.1

0.4

0.5

0.0

0.7

57.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,836)

小学校低学年(N=623)

小学校高学年(N=610)

中学校(N=603)

申し立てた 申し立てたかどうかは分からないが、検討していた 申し立てなかったし、検討もしなかった わからない その他

問24-2：あなたは、もし就学校の変更が可能であることを当時（お子様の新入学時に）ご存じであったら、教育委員会
から指定された学校の変更を申し立てましたか。

（回答者数（N)は、問24で「知らなかった」を選択した1,836人。）

属

性

別
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問２５．就学校変更の理由について

いじめ、地理的理由、学校独自の活動等などが、就学校変更の理由として認めてよいと文部科学省が解釈しているこ
との保護者への認知度は、25％程度に留まっている。

24.0

20.6

24.7

26.8

75.4

78.9

74.5

72.7

0.5

0.8

0.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,980)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

知っていた 知らなかった その他

問25：「１.いじめへの対応、２.通学の利便性などの地理的理由、３.部活動等学校独自の活動等」については、学校を変更する理由として認

めてよいと、文部科学省が解釈していることをご存じですか。

属

性

別
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問２６．就学校変更を認めてほしい理由について

就学校変更の理由として認めてほしい事項については、いじめへの対応が80％を超えて最も多い。次に不
登校への対応、地理的利便性が続いている。また自由回答記述では、学力向上の取り組みの熱心さなどで
選択したい趣旨の回答が得られた。

81.3

62.1

61.1

46.8

30.7

49.0

42.8

30.6

37.5

29.1

18.1

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.いじめへの対応

2.不登校への対応

3.通学の利便性などの

地理的理由

4.肢体不自由、病気治療等の

身体的理由

5.指定校とは別の学校に兄姉が

在籍している等の理由

6.年度または学期途中での

転居予定

7.共働き、ひとり親、

自営業など家庭の事情

8.部活動等学校独自の活動

9.指導力不足教員の存在

10.学校と保護者の教育

方針の相違

11.帰国児童生徒、外国籍児童

生徒など教育環境面での配慮

12.その他

　問26：公立小学校・中学校において、お子様が就学される学校を変更する際の理由として認めてほしい事項がございました
ら、全てお知らせください。 (N=1,980)
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問２７．在学中の就学校変更について

在学中の就学校変更の申立については、2%程度と少ない。

1.9 94.0 4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.ある 2.ない 3.通学しているのが国立・私立学校なので関係ない

問27：あなたは、お子様の在学中に、通学している学校の変更（同一市区町村内の別の公立小学校・中学校への

変更）を教育委員会に申し立てたことがありますか。
(N=1,980)
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問２７.１ 在学中の就学校変更の理由について
在学中の就学校変更の申立を行った38人の保護者にその理由を尋ねたところ、年度または学期途中で
の転居が40％弱で最も多い。次にいじめと不登校といった理由が続く。

31.6

34.2

10.5

5.3

15.8

36.8

10.5

7.9

2.6

5.3

2.6

7.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1.いじめへの対応

2.不登校への対応

3.通学の利便性などの

地理的な理由

4.肢体不自由、病気治療等の

身体的理由

5.指定校とは別の学校に

兄姉が在籍している等の理由

6.年度または学期途中での

転居予定

7.共働き、ひとり親、

自営業など家庭の事情

8.指導力不足教員の存在

9.部活動等学校独自の活動

10.学校と保護者の教育

方針の相違

11.帰国児童生徒、外国籍児童

生徒など教育環境面での配慮

12.その他

　

問27-1：教育委員会に変更を申し立てた理由は何ですか。複数ある場合は、差し支えなければ全てお知らせください。
（回答者数（N)は、問27で「ある」を選択した38人。）
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問２７.２ 在学中の就学校変更の申立の
結果について

問27で就学校の変更を申し立てたと回答した38人の保護者のうち、約90％が申立が認められたと回答している。

問27-2：通学している学校の変更の申立は認められましたか。

89.5 10.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.認められた 2.認められなかった

（回答者数（N)は、問27で「ある」を選択した38人。）
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問２７.３ 在学中の就学校変更を申し立てない
理由について

通学する学校の変更を申し立てない理由については、地理的利便性と子どもの満足度が50％程度と比較的多
い。また自由回答記述では、知らなかった、とする回答も10名以上あり、制度の周知が必要である。

問27-3：あなたがお子様の通学している学校の変更を申し立てない理由は何ですか。

47.8

13.1

23.0

53.9

14.8

13.2

3.4

7.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.子どもに合っているから、

子どもが満足しているから

2.今の学校に良い先生がいるから

3.今の学校に兄弟姉妹や仲の良い

友達がいるから

4.今の学校が自宅に近く通学に

便利だから

5.公立学校はどこに行っても

同じだから

6.地域との結びつきを弱めたく

ないから

7.教育委員会に変更を申し立てて

波風を立てたくないから

8.その他

　 （回答者数（N)は、問27で「ない」を選択した1,861人。）
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問２８．全国学力・学習状況調査の
結果の公表について

全国学力調査の結果について、70％弱の保護者は公表すべきであると考えている。公表すべきでないと考え
る保護者は10%程度に留まっている。また、自由回答記述では、結果のみではなく教育内容について公表して
ほしいという趣旨の意見もあった。

問28：全国学力・学習状況調査の結果を学校毎に公表することについてどのようにお考えですか。

67.3

67.6

64.4

71.1

63.6

10.5

10.0

10.0

10.6

13.2

21.8

24.7

17.9

21.4

21.5 0.8

0.6

0.9

0.5

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

学校毎の結果を公表すべき 学校毎の結果を公表すべきではない わからない その他

属

性

別
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問２８.１ 全国学力・学習状況調査の結果の公表の
理由について

学校毎の結果を公表すべきと考える理由については、学力の向上が学校の責務であること、学校毎の結
果が学校選択のための基本情報であること、が50％を超えている。また自由回答記述では、公表は当た
り前で公表してはならない理由が分からない、とする意見も複数見られた。

問28-1：あなたが、学校毎の結果を公表すべきだと考える理由は何ですか。

55.1

20.9

56.8

34.5

36.9

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.学校毎の結果は学校選択の

ための基本情報のひとつだから

2.学力で評価していないので

序列化や競争につながらない

3.学力を向上させるのは、まずは

学校（教員）の責務だから

4.行政が支援をするとしても、

透明性が大事だから

5.説明責任を果たすために

公表するのは当然だから

6.その他

　

（回答者数（N)は、問28で「学校毎の結果を公表すべき」を選択した1,480人。）



57

問２８.２ 全国学力・学習状況調査の結果の公表の
方法について

問28で「公表すべきである」と回答した保護者の約70％が、学校ごとの点数をそのまま公表すべきと考えている。また
自由回答記述では、単なる序列化の点数ではなく、科目別平均点、さらに教科科目内での指導内容カテゴリーといっ
た教育成果の分析として公表してほしいという意見も得られた。

問28-2：あなたは公表の方法についてどのようにお考えですか。

68.7 29.1

1.7

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.学校毎の点数をそのまま公表すべきである 2.点数は公表しないが、一定の基準を設けた上で公表すべき

3.わからない 4.その他

（回答者数（N)は、問28で「学校毎の結果を公表すべき」を選択した1,480人。）
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問２８.３ 全国学力・学習状況調査の結果を
公表すべきでない理由について

問28で全国学力試験の結果を「公表すべきでない」と回答した保護者の半数以上は、学校間の序列化や過度な
競争につながることが良くないと考えている。また自由回答記述では、塾に通えない子どもや学力が低く荒れた
学校への支援になるとは考えられないという趣旨の回答が得られた。

30.3

57.6

36.4

42.4

22.7

9.1

36.4

60.6

34.8

47.0

18.2

12.1

45.7

61.4

47.1

38.6

27.1

10.0

51.7

72.4

48.3

48.3

34.5

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

学力偏重になり、

学校の特色が

なくなるから

学校間の序列化や

過度な競争に

つながるから

学力を向上させるのは、

学校だけの責務では

ないから

指導方法の改善に

役立てるためで、公表

しなくてもできるから

結果が良くなかった

学校の生徒等に配慮

する必要があるから

その他

小学校低学年(N=66)

小学校高学年(N=66)

中学校(N=70)

高校(N=29)

(%)

問28-3：あなたが、学校毎の結果を公表すべきではないと考える理由は何ですか。
（回答者数（N)は、問28で「学校毎の結果を公表すべきではない」を選択した231人。）
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問２９．都道府県立高校就学状況について
全回答者の20％程度が、都道府県立高等学校に就学する子どもの保護者である。

問29：あなたのお子様は、都道府県立高等学校に就学していますか。

19.9 80.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.はい 2.いいえ

注 ： 本調査では、回答者(保護者）の属性分類について、複数の子どもを持つ場合には年齢が小さい子どもを基準としたが、
問29およびその付問では、高校生の保護者全員に対して回答を依頼したため、2ページに記載した『高等学校の属性に
入る回答者数220人』を超える数となっている。

(N=2,200)
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問２９.１ 公立高校での懲戒措置について

都道府県立高等学校に就学する子どもを持つ保護者の60％程度は、生徒の懲戒的な措置を定める内規がある
かについては知らないが、30％程度の保護者は内規の存在を認識している。

33.1 4.3 62.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.内規を作成している 2.内規は作成していない 3.作成されているか知らない

問29-1：あなたのお子様が就学する都道府県立高等学校では、自主退学、自宅謹慎、学校内謹慎、その他懲戒

的な措置を定める内規を作成していますか。

（回答者数（N)は、問29で「はい」を選択した438人。）
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問２９.２ 公立高校の懲戒措置の内規について

問29.1で内規の存在を認識している保護者の約3分の2は、文書で作成された内規の存在について認識している。

問29-2：内規は文書で作成されていますか。

66.9 4.8 28.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.内規は文書化されている 2.内規は文書化されていない 3.文書化されているか知らない

（回答者数（N)は、問29-1で「内規を作成している」を選択した145人。）
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問２９.３ 公立高校の懲戒措置の内規の公表に
ついて

都道府県立高等学校の生徒懲戒を定める内規について、保護者の50％以上が内規が公表されていると回答している。

問29-3：その内規について公表されていますか。

53.1 15.2 31.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.内規は公表されている 2.内規は公表されていない 3.公表されているか知らない

（回答者数（N)は、問29-1で「内規を作成している」を選択した145人。）
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問３０．子どものいじめについて

50％以上の保護者は、子どもがいじめにあったことはないとしている一方で、20％程度の保護者が、過去あるい
は現在子どもがいじめにあったことがあるとしている。

問30：立ち入った話題で恐縮ですが、あなたのお子様は学校での「いじめ」にあったことがありますか。

19.9

14.5

19.8

24.1

23.6

60.0

54.8

53.2

52.7

21.0

21.8

21.4

19.4

21.8

2.0

2.3

1.2

1.6

55.7 1.8

2.4

1.7

1.4

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=2,200)

小学校低学年(N=660)

小学校高学年(N=660)

中学校(N=660)

高校(N=220)

今、「いじめ」にあっている 以前、「いじめ」にあったことがある 「いじめ」にあったことはない わからない その他

属

性

別
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問３０.１ いじめの種類について
保護者が認識するいじめの種類は、「悪口・からかい」が70％以上と最も多い。次に「仲間はずれ・無視」が続く。暴力も
20％程度と少なくない。また自由記述回答では、教員からの嫌がらせについての記述が数件あげられている。

問30-1：「いじめ」の具体的な内容はどのようなものですか。

73.6

58.2

22.2

4.2

4.6

0.6

8.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.悪口・からかい

2.仲間はずれ・無視

3.殴る・蹴るといった暴力

4.金品の要求

5.他人への「いじめ」の強要

6.わからない

7.その他

　 （回答者数（N)は、問30で「今、「いじめ」にあっている」または「以前、「いじめ」にあったことがある」を選択した474人。）
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問３０.２ いじめの認識のきっかけについて
保護者がいじめを認識するきっかけは、「本人が打ち明けた」のが80％程度と圧倒的に高い。また自由記
述回答では、そのほとんどが保護者側の子どもへの働きかけや観察がいじめの認識のきっかけであり、
担任教諭や学校側のいじめ発見と対応に関する記述は非常に少ない。

80.8

8.2

1.5

12.7

0.6

15.4

1.1

11.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.本人が打ち明けた

2.子どもの身体に

傷などを見つけた

3.子どもの金遣いが荒く

なった

4.学校から報告があった

5.市区町村の教育

委員会から報告があった

6.子どもの友人やその

保護者から連絡があった

7.わからない

8.その他

　

問30-2：保護者であるあなたが、お子様が「いじめ」を受けていることに気付いたきっかけは何ですか。

（回答者数（N)は、問30で「今、「いじめ」にあっている」または「以前、「いじめ」にあったことがある」を選択した474人。）
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問３０.３ いじめへの保護者の対応について
いじめに対する対応は、70％弱の保護者が家族での話し合いと担任教諭への相談と回答している。自由記述
回答では、転校による対応も数件あげられているものの引越しや私学への転校もあり、いじめを理由とした就
学校変更の申立が望ましかった事例もあると推察される。

67.5

18.1

67.9

9.9

3.0

4.0

3.8

7.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.家族で話し合った

2.いじめた子どもや、その

保護者に直接話しに行った

3.担任の教員に相談した

4.学校長に相談した

5.市区町村の教育委員会に

相談した

6.市区町村の教育相談所・

教育相談センターに相談した

7.何もできなかった

8.その他

　

問30-3：保護者であるあなたは、お子様がいじめられていることに対して、どのような対応をなさいましたか。

（回答者数（N)は、問30で「今、「いじめ」にあっている」または「以前、「いじめ」にあったことがある」を選択した474人。）
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問３０.４ いじめへの学校等の対応について
子どものいじめについて学校関係者に対しての相談の結果、担任教諭が対応してくれたという回答が最も多い。学
校関係者は対応してくれなかったという回答も13%にのぼっている。

74.4

16.6

11.1

2.1

12.7

2.7

6.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.担任の教員が対応してくれた

2.生活指導担当の教員などが

対応してくれた

3.学校長が対応してくれた

4.市区町村の教育委員会が

対応してくれた

5.教員・学校・教育委員会は

いずれも対応してくれなかった

6.わからない

7.その他

　

問30-4：教員・学校・教育委員会等に相談した結果、どのような対応がなされましたか。

（回答者数（N)は、問30-3で「担任の教員に相談した」または「学校長に相談した」または「市区町村の教育委員会に相談した」を選

択した474人。）
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問３０.５ いじめの改善状況について
いじめの状況が改善された理由としては、「子どもの努力や友人の助け」「教員・学校・教育委員会などの
対応」が多い。自由回答記述では、卒業や進級の際のクラス替えでいじめに収拾がついたという回答も
複数見られた。

問30-5：お子様の「いじめ」の状況は改善が図られましたか。

28.9 13.5 30.0 2.5 11.0 5.9 8.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.教員・学校・教育委員会などが対応してくれた結果、「いじめ」の状況が改善された

2.保護者が対応した結果、「いじめ」の状況が改善された

3.子どもの努力や友人の助けによって、状況が改善された

4.改善されなかったので、子どもを転校させた

5.「いじめ」の状況は変わっていない

6.わからない

7.その他

（回答者数（N)は、問30で「今、「いじめ」にあっている」または「以前、「いじめ」にあったことがあ

る」を選択した474人。）
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問３０.６ いじめの予防策について
いじめ予防策として保護者が効果的と考えるのは、いじめる子どもに指導を行うことと考える保護者が
60%程度と最も多く、次に日頃のいじめについての啓発活動が続く。ほぼ全ての回答選択肢に対して30%
以上の回答がなされていることも特徴的である。自由回答記述では、子どもに対する対応の提案が多いが、
いじめる側の保護者への対応についての提案もなされている。またいじめはなくならないという悲観的な見
解、また少なからず感情的になっていると見受けられる意見も記述されており、いじめ問題の対応の難しさ
を改めて感じさせられる。

57.4

34.4

53.1

32.0

45.8

60.5

34.5

6.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.日頃からの子ども達に「いじめ」に

ついて啓発・指導をする

2.「いじめ」の実態に関する

アンケートを定期的に実施する

3.教員と子どもの触れあいの

機会を充実させる

4.教員の言動について学校側で

指導・研修を行う

5.保護者への詳細な報告・

情報提供を定期的に行う

6.いじめる子どもに対する

計画的・継続的な指導を行なう

7.教育相談所、児童相談所、

警察等と学校との連携を強化する

8.その他

　 問30-6：学校側が対応する「いじめ」の予防策として効果があると思われるのはどれですか。(N=2,200)


